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【資料編】
資料１　災害廃棄物処理に係る主な経過

年月日 取組内容

平成 23 年
　3月 11 日

3 月 14、15 日

3 月 25 日

3 月 29 日
3 月 31 日

東日本大震災津波発生
岩手県災害対策本部設置
【県】災害廃棄物についての現地調査、市町村ヒアリング
この頃より、生活ごみ、し尿対策開始
【県】岩手県災害対策本部支援室に「がれき・廃棄物対策チーム」を設置
【国】「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針について」通知
【県】第１回県災害廃棄物対策協議会開催
【国】一般廃棄物を産業廃棄物処理施設において処理する際の届出期間に関する例外規定の
　　 創設

4月 11 日
4 月 11 日

【市】沿岸南部クリーンセンターが大槌町・釡石市・大船渡市の可燃物受入開始
【県】事務委託決定

5月 2日

5月 9日

5月 16 日

【国】東日本大震災財特法施行
【県】環境生活部資源循環推進課内に「災害廃棄物対策特命チーム」を設置
【国】「災害等廃棄物処理事業費国庫補助金交付要綱」改正
【国】コンクリートくず等の災害廃棄物を安定型最終処分場に埋立てる場合の手続の簡素化
　　 のための省令施行
【国】国マスタープラン作成

6月 1日
6月 10 日
6 月 13 日
6 月 17 日
6 月 20 日
6 月 22 日
6 月 27 日

【市】宮古清掃センター処理開始
【県】内陸市町村等に処理協力依頼通知を発出
【国】環境省現地災害対策本部岩手県内支援チームを設置
【国】腐敗水産物の緊急的に海洋投入処分が行えるよう海防法に基づく告示発出
【県】第２回県対策協議会開催・県実行計画策定
〇太平洋セメント（５号キルン）焼却開始
【市】大船渡市、陸前高田市（～７月 14 日）海洋投入処分

7月 8日
7月 12 日
7 月 14 日
7 月 21 日

【国】再委託を認める廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令施行
【県】沿岸を含めた県内市町村等に処理協力依頼通知を発出
【県】施工監理業者決定
【市】内陸市町村等での焼却開始

8月 11 日
8 月 18 日
8 月 30 日

【国】国広域処理ガイドライン発出
【国】東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法施行
【県】第３回県対策協議会開催・県詳細計画策定

9月 9日 【県】宮古地区内仮設焼却炉業者決定

10 月 9 日 【市】仮置場火災発生

11 月 2 日
11 月 4 日
11 月 30 日

〇東京都（民間）：宮古地区「可燃物」先行事業開始
〇太平洋セメント（５号キルン）焼成開始
【国】「災害廃棄物処理促進費補助金交付要綱」策定

12 月 21 日 〇東京都（民間）：宮古地区「可燃物」本格受入開始
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平成 24 年
１月 13 日 【県】破砕・選別業務開始

2月 20 日 【市】釡石市（仮設）溶融炉溶融開始

3月 6日
3月 9日
3月 23 日

3 月 29 日

【県】災害廃棄物処理基金設置、条例施行
【県】宮古地区仮設焼却炉焼却開始
【国】総理及び環境大臣の災害廃棄物処理特措法に基づく受入要請文書を群馬県、神奈川県、 
　　 静岡県の３県及び、同県内の５政令市に対し発出（3月 30 日には青森県、秋田県、 
　　 山形県、埼玉県、大阪府の５府県及び、同府県内の３政令市に対し発出）。
〇青森県八戸市（民間）野田村「柱材・角材」「可燃物」「不燃系廃棄物」試験処理開始
【県】県議会による要請活動（～５月までに 12 道府県訪問）

4月 １日
4月 17 日

【県】環境生活部内に「廃棄物特別対策室」を設置
【国】広域処理に関する基準等告示

5月 7日
5月 21 日
5 月 25 日

【国】環境省視察対応チーム業務開始
【県】第４回県対策協議会開催・県詳細計画一次改訂
【国】東日本大震災からの復旧復興のための公共工事における災害廃棄物由来の再生資材の
　　 活用について発出

6月 29 日 【県】復興資材活用マニュアル策定

8月 7日 【国】東日本大震災に係る災害廃棄物の処理工程表公表

10 月 2 日
10 月 12 日

【県】最終処分場を有する県内市町村等に不燃物の受入を要請
【県】宮古地区復興資材（津波堆積土）搬出開始（宮古市摂待地区林地荒廃防止施設災害復
　　 旧工事）

平成 25 年
1 月 25 日 【国】東日本大震災に係る災害廃棄物の処理工程表改訂

2月 13 日 【県】復興資材活用マニュアル改訂

3月 【市】公共施設の解体が概ね終了
【市】被災車両の処理が概ね終了

5月 20 日
5 月 21 日

【市】陸前高田市湿式分級施設稼働
【県】第５回県対策協議会開催、県詳細計画二次改訂

7月 1日
7月 30 日

【県】山田地区破砕・選別業務におけるカイゼン活動開始
【県】災害廃棄物仮置場の返還に係る土壌調査要領策定

12 月末 【県】山田地区破砕・選別業務におけるカイゼン活動終了

平成 26 年
3 月 12 日
3 月 28 日

【国】災害廃棄物処理成果シンポジウム開催
【県】宮古地区仮設焼却炉：宮古地区「可燃物」処理終了、最終投入式開催
〇太平洋セメント：「不燃物」処理終了
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災害廃棄物の品目別処理フロー
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資料４
 平成２ ３年３月２ ９日　
 環境生活部資源循環推進課　

岩手県における震災により発生した災害廃棄物処理の基本的考え方

　平成 23 年 3 月 11 日午後 2時 46 分に発生した東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波は、
県内、特に沿岸部において多くの人命を奪うとともに県民の生活、経済の基盤にこれまでに経
験したことがない甚大な被害が生じている。
　今後、復興復旧に当たっては第一に膨大な量の災害廃棄物を迅速、適切に撤去、処理する必
要があるが、被災した市町村の現状を考慮し、市町村と県が連携し次のとおり処理するものと
する。

１　役割分担
　⑴　市町村（一部事務組合を含む。）
　　 　今般の災害により発生した廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において「一
般廃棄物」として位置付けられ、道路や港湾施設等については各施設の管理者が処理を行い、
それ以外の民有地については原則市町村が処理するが、県に応援要請することができるも
のとする。

　⑵　岩手県
　　 　今回の地震、津波による被害の甚大さ及び市町村の現状に鑑み、市町村の応援要請を受
けて、県が関係部局の総力をあげて市町村を支援する。

２　課　題
　⑴　発生量の推計及び質の把握
　　　廃棄物を迅速、適切に処理するためには発生量及び廃棄物の質の把握が必要である。
　⑵　保管場所の確保
　　 　発生量が岩手県の年間のごみ処理量を大幅に上回る状況にあることから、廃棄物の一次

保管場所の確保が重要である。
　⑶　処理方法の選択
　　　処理に当たっては環境に十分配慮し、環境への負荷を最小限とする必要がある。
　⑷　処理先の確保
　　　県内の廃棄物処理施設の能力の現状から、広域的な処理を検討する必要がある。

３　対応方針
　⑴　発生量の推計及び質の把握
　　 　倒壊家屋の数を基に発生原単位を用いた推計方法による災害廃棄物の発生量は、これま

でに判明したデータによると約 380 万ｔと推計される。（倒壊家屋の状況が判明することに
より推計量が変動）

　　　また、廃棄物の質については一次保管が進んだ段階で調査する。
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　⑵　保管場所の確保
　　 　一時保管場所は、市町村ごとに確保するものとし、市町村が自ら所有する土地を中心に
近隣の市町村、関係機関等の協力を得て確保する。

　⑶　処理方法の選択
　　ア　収集
　　　　収集は市町村が確保した一次保管場所に別紙「がれき処理フロー」により収集する。
　　イ　分別・処理
　　　 　木くずの燃料化、コンクリートを建設資材とする等、可能な限り資源としてリサイク

ルする方法を選択する。
　⑷　処理先の確保
　　 　処理に当たっては、県内の市町村、産業廃棄物処理業者、公共関与施設を利用するもの

とするが、発生量が膨大であること及び被災地域が本県の沿岸地域全域に及び広範囲にわ
たることから、他県等の理解と協力を得ながら広域的に処理先を確保する。

４　目標
　⑴ 　一時保管場所への移動作業の完了は、概ね年内を目標とし、所有者等に連絡が取れない
など、遅れが見込まれるものについても平成 23 年度中の完了を目指す。

　⑵　処理完了に要する期間は、概ね３年から５年とする。

＜参　考＞
　県内処理施設の状況

区　　分 施設の種類 施設数 １日当たりの処理能力
一般廃棄物 ごみ焼却施設 14 2,043 トン

産業廃棄物

がれき類の破砕施設 114 78,148 トン
木くずの破砕施設 56 8,985 トン
廃プラスチック類の破砕施設 13 924 トン
産業廃棄物の焼却施設 7 2,875 トン

合　　計 204 92,975 トン
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や
建

物
の
基

礎
は

対
象
外

３
行
方

不
明

者
を

発
見

し
た
場

合
・

当
該

地
域

を
管

轄
す

る
警

察
署

に
通
報

４
ト
ラ

ン
ス

・
コ

ン
デ

ン
サ
を

発
見

し
た

場
合

・
ニ

ブ
ラ

等
の

重
機

を
用
い

て
ト

ラ
ン
ス

・
コ

ン
デ

ン
サ

を
撤

去
す

る
場

は
、

機
器
の

破
損

に
よ
り

Ｐ
Ｃ

Ｂ
が

含
有

し
て

い
る

可
能

性
が

あ
る

絶
縁

油
が
流

出
し
な

い
よ

う
注
意

仮
置

方
法

１
が

れ
き
類

・
場

外
へ
の

飛
散

防
止
、

流
出

防
止

の
徹

底

２
自

動
車
、

船
舶

、
バ

イ
ク

・
見

張
り
に

よ
る

盗
難
の

防
止

・
原

則
と
し

て
、

平
置
き

（
多

段
重

ね
は

不
可

）

３
引

火
性
が

強
い

廃
棄

物
(ガ

ス
ボ
ン

ベ
、
油

類
)

・
火

気
厳
禁

で
あ

る
旨
を

表
示

・
鎖

等
に
よ

り
相

互
に
連

結
し

盗
難

を
防

止

４
有

害
廃
棄

物
(ト

ラ
ン
ス

・
コ

ン
デ

ン
サ
〔

Ｐ
Ｃ

Ｂ
廃
棄

物
〕
、

ド
ラ
ム

管
〔

有
害

物
？

〕
)

・
ト

ラ
ン
ス

・
コ

ン
デ
ン

サ
に

つ
い

て
は

、
下

記
の

「
ト

ラ
ン
ス

・
コ

ン
デ

ン
サ

の
取

扱
に

つ
い

て
」

に
よ

る

・
そ

の
他
の

有
害

物
に
つ

い
て

は
、

保
健

福
祉

環
境

部
(
セ

ン
タ

ー
)
に

仮
置

方
法

を
確

認

ト
ラ
ン
ス
・
コ
ン
デ
ン
サ

の
取
扱

に
つ
い
て

災
害
廃

棄
物
に

混
入

し
て

い
る

ト
ラ

ン
ス
・

コ
ン

デ
ン

サ
の

中
に

は
、
有

害
物

質
で

あ
る
Ｐ

Ｃ
Ｂ

を
含

む
機

器
あ

る

が
、
含

有
の

有
無

の
有

無
の

判
断
が

つ
か

な
い

場
合

は
、

Ｐ
Ｃ
Ｂ

廃
棄

物
と

見
な
し

、
他

の
廃

棄
物

と
分

け
て
、

特
別

な
管
理

を
行

う
。

Ｐ
Ｃ
Ｂ

廃
棄
物

を
一

時
的

に
保

管
す

る
際
は

以
下

に
つ

い
て
留

意
す

る
こ

と
。

１
保

管
場

所
に

は
Ｐ

Ｃ
Ｂ

廃
棄
物

の
保

管
場

所
で
あ

る
旨

表
示

す
る

。
２

Ｐ
Ｃ

Ｂ
廃
棄

物
は

屋
根

の
あ
る

建
物

内
で

保
管
す

る
か

、
屋

内
の

保
管

場
所
の

確
保

が
で

き

な
い
場

合
は
、

密
閉

性
の

あ
る
容

器
に

収
納

す
る

、
防

水
性
の

ビ
ニ

ー
ル

シ
ー
ト

で
全

体
を

覆

う
（
底

面
を
含

む
）

な
ど

、
風
雨

に
さ

ら
さ

れ
ず

、
Ｐ

Ｃ
Ｂ
廃

棄
物

が
飛

散
、
流

出
、

地
下

浸
透

、
腐

食
し
な

い
よ

う
必

要
な
対

策
を

講
じ

る
。

３
Ｐ

Ｃ
Ｂ

廃
棄

物
に

他
の

廃
棄
物

な
ど

が
混

入
す
る

お
そ

れ
の

な
い

よ
う

、
仕
切

り
を

設
け

る
、
離

れ
て
保

管
す

る
な

ど
の
措

置
を

講
じ

る
。

４
保

管
場

所
で

は
、

暖
房

な
ど
の

発
熱

機
器

か
ら
十

分
離

す
な

ど
、

Ｐ
Ｃ

Ｂ
廃
棄

物
が

高
温

に

さ
ら
さ

れ
な
い

た
め

の
措

置
を
講

じ
る

。
５

地
震

等
に
よ

り
Ｐ

Ｃ
Ｂ

廃
棄
物

や
そ

の
収

納
容
器

が
落

下
、

転
倒

な
ど

し
な
い

よ
う

な
措

置

を
講
じ

る
。

一
時

保
管

場
所
の

確
保

一
時

保
管

場
所

は
市

町
村

が
確

保
し
、
岩

手
県

は
市

町
村

が
行

う
一

時
保

管
場
所

の
確

保
を
支

援

平
成
２
３

年
３

月
29
日

岩
手

県
環
境
生

活
部

資
源

循
環
推

進
課
、
保

健
福

祉
部

地
域

福
祉
課

県
土
整

備
部

県
土

整
備
企

画
室

災
害

救
助

法
の

適
用

平
成

23
年

3月
1
1日

救
助

に
関

す
る

一
部

事
務

の
関

係
市

町
村

へ
の

委
任

（
平

成
2
3年

３
月

1
2日

付
け

知
事

通
知

）
※

委
任

す
る

事
務

に
「

災
害

に
よ

っ
て

住
居
又

は
そ

の
周

辺
に

運
ば

れ
た
土

石
、

竹
木

等
で

、
日

常
生

活
に

著
し
い

支
障

を
及

ぼ
し

て
い

る
も
の

の
除

去
」

を
含

む

障
害

物
除

去
に

関
す

る
県

へ
の

応
援

要
請

（
市

町
村
災

害
対
策

本
部

長
→

岩
手

県
災

害
対
策

本
部

長
）

岩
手

県
が

住
居

又
は
そ
の

周
辺

の
土
石

等
の

障
害

物
の

除
去

を
実
施

市
町

村
が

住
居

又
は
そ
の

周
辺

の
土
石
等

の

障
害

物
の

除
去

を
実
施

ガ
レ

キ
除

去
の

流
れ

実
施

方
法

『
災

害
時

に
お

け
る
応

急
対

策
業

務
に
関

す
る
協

定
』

(平
成

2
2年

４
月

１
日

岩
手

知
事

、
社

団
法

人
岩

手
県

建
設

業
協

会
)を

準
用

し
、
岩

手
県

が
岩

手
県

建
設

業
協

会
支

部
長
か

ら
あ
っ
旋

が
あ

っ
た
協

会
支

部
員

と
業

務
委

託
契

約
を
締

結

中
間

処
理

運
搬

廃
棄
物

処
理
法

一
時

保
管

場
所
の

管
理

一
時
保

管
場

所
は
『
災

害
等

廃
棄

物
処
理

事
業

』
に

よ
り
、
市

町
村

が
管

理
す
る
。

市
町
村

が
業

者
と
契

約

当
該

市
町
村

と
振
興

局
(福

祉
・

環
境
・

土
木

)、
関

係
機

関
(自

衛
隊

、
警

察
、
消

防
)が

除
去

方
針

、
一

時
保

管
場
所

等
を

確
認

振
興

局
(土

木
)が

業
者

と
契

約

当
該

市
町
村

・
振
興

局
・
関

係
機

関
の
チ

ー
ム
を

編
成
し

て
一

時
保
管

場
所
へ

※
該
当

市
町

村
：

大
船

渡
市

、
陸

前
高

田
市
、

釜
石

市
、

宮
古

市
(田

老
、

鍬
ヶ

崎
)、

大
槌

町
、

山
田

町
、

洋
野

町
、

田
野

畑
村

、
野

田
村

※
該
当

市
町

村
：

久
慈

市
、

宮
古

市
(
田

老
、

鍬
ヶ
崎

を
除

く
)、

岩
泉
町

、
普

代
村

『
災

害
救

助
法

』 に
基

づ
き
、
岩

手
県

が
「
住
居

又
は
そ
の

周
辺

の
土
石

等
の

障
害

物
の

除
去

」を
実

施

『
災
害
等
廃
棄
物

処
理
事
業
』
に
よ
り
、
市
町
村
が
一
時
保
管
場
所

の
管
理
、

障
害

物
の
分
別
、
運
搬
、
処
理
を
実
施

金
品

金
庫

A
T

M
銃

刀

の
発

見

自
衛
隊

に
よ

る
障
害

物
の

除
去

公
共

性
、
緊

急
性
が

高
い
公

共
施
設

周
辺
や

道
路
の

障
害
物

除
去

を
優

先

市
町
村

は
『
災

害
等

廃
棄
物

処
理
事

業
』
に

よ
り

、
実

施
す
る

こ
と

も
可
能

位
牌

ア
ル

バ
ム

の
発

見

市
町

村
に
引

渡
す

：
県

の
事
務

：
市

町
村

の
事
務

：
取

扱
方

法
等
の

説
明

凡
例

：
取
扱
方
法
等
の
説
明

：
市
町
村
の
事
務
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資料６
東日本大震災災害廃棄物処理に係る処理計画の設計及び施工監理に関する基本方針

第１　総則
　１　趣旨
　 　この方針は、平成 23 年東日本大震災により岩手県内の被災地域において発生した災害
廃棄物の処理の一連の工程について、適正かつ迅速に処理することを目的としている。
　 　また、この災害廃棄物の処理に際しては安全性、確実性、効率性及び経済性に配慮す
るとともに、被災地域における雇用創出及び経済再建等の復興に寄与する災害廃棄物処
理を行うことを基本とするものである。

　２　実行計画
　 　環境省の示したマスタープランによる適正処理指針に沿って、広域かつ効率的な処理
に向け市町村との総合的な調整を行い、災害廃棄物の実行計画を策定するもの。

　３　運用方針
　 　この方針は、平成 23 年東日本大震災により岩手県内において発生した災害廃棄物の処
理について、適正処理の基本方針を示したものであり、これらの災害廃棄物の処理計画
の設計・施工の基準となるものである。
　 　なお、この基準は、災害廃棄物の処理計画に係る設計業務・施工監理業務の具体的な
計画の策定及び運用に際してもこの方針の趣旨等を勘案して判断する必要がある。

　４　用語の定義
　 　この方針において、次のアからケまでに掲げる用語の定義は、それぞれアからケまで
に定めるところによる。
　　ア 　災害廃棄物　平成 23 年東日本大震災により岩手県において、地震及び津波により

発生したがれき等の災害廃棄物をいう。
　　イ 　被災地域　岩手県太平洋沿岸に位置する宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、

釡石市、大槌町、山田町、岩泉町、洋野町、田野畑村、普代村及び野田村の市町村
の地域をいう。

　　ウ 　マスタープラン　平成 23 年 5 月 16 日付け環境省「東日本大震災に係る災害廃棄
物の処理指針」をいう。

　　エ 　処理マニュアル　廃棄物資源循環学会災害廃棄物対策・復興タスクチーム「災害
廃棄物分別・処理戦略マニュアル～東日本大震災において～」をいう。

　　オ 　事務委託　「平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃
棄物の処理に関する事務委託」をいう。この事務委託を岩手県に委託するのは、宮
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古市、陸前高田市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村及び野田村の７市町村で
ある。

　　カ 　仮置き場　各市町村の依頼により人命救助等のために、自衛隊等が既に災害廃棄
物を撤去し一時的に保管している場所をいう。

　　キ 　集積所　災害廃棄物を処理するために、仮置場から破砕等の処理する為に保管す
る場所、並びに処分後に再生利用又は処分するために搬出するまでの間に保管する
場所をいう。

　　ク 　一連の工程　災害廃棄物の処理に当たり、建築物等を解体及び撤去し、仮置き場
まで収集運搬し、選別及び破砕等の処理を行い、再生利用又は処分の為に運搬し集
積場より搬出するまでの工程をいう。

　　ケ 　自圏　循環型地域社会の形成に関する条例（平成 14 年岩手県条例第 73 号）第７
条で定める圏域をいう。

　５　委託業務等の計画
　　　災害廃棄物の処理に係る事務委託については、次のとおり計画するものとする。
　　１　災害廃棄物を処理するための一連の工程に係る処理計画の基本設計業務
　　２　災害廃棄物を処理するための一連の工程に係る処理計画の施工監理業務
　　３ 　災害廃棄物を処理するための一連の工程の請負工事業務及びその現場の施工監理

業務　　

第２　設計・施工の基準　
　 　災害廃棄物を処理するための一連の工程に係る処理計画を設計及び施工するに当たり、
基本的な基準を次のとおりとする。
　１ 　災害廃棄物の処理方法については、「マスタープラン」及び「処理マニュアル」に

基づき、また岩手県「災害廃棄物処理計画（案）」を参考として適正に処理するもの
とする。

　２ 　災害廃棄物を処理するに当たり、既存の廃棄物処理施設の余力を把握するとともに、
廃棄物処理施設間の機能的な連携により自圏内処理に努めること。

　３ 　既存の廃棄物処理施設を最大限に活用し、必要に応じて破砕処理又は焼却処理等の
施設を設置することで、災害廃棄物処理の迅速化を図るものとする。

　４ 　自圏内における処理が困難な場合にあっては、安全性、確実性、経済性等について
検討し、処理施設が所在する自治体及びその住民の理解を得た後に、最少規模の災害
廃棄物を自圏外において処理するために搬出することもやむを得ないものとする。

　５　災害廃棄物の処理に際して、再生利用若しくは熱回収に最大限努めるものとする。
　６ 　コンクリートの破片その他これに類する不要物については、市町村等の復興に関す

る建設工事等において再生利用することに努めるものとする。
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　７ 　災害廃棄物処理の一連の工程においては、復興のためにも被災地域の企業の活用並
びに被災者の雇用創出に最大限努めるものとする。

　８ 　災害廃棄物処理の一連の工程においては、被災地域及びその住民の安全性に配慮し
た環境対策及び交通安全対策等に努めるものとする。

　９ 　災害廃棄物処理の一連の工程における作業員等の労働安全衛生については、災害防
止及び事故防止等について最大限に配慮するものとする。

　10　災害廃棄物の他、被災者の貴重品、遺品、思い出の品等の回収に努めるものとする。
　11　その他の関係法令を遵守するものとする。

　　附 則　この方針は、平成 23 年 6 月 1 日から施行する。
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資料７　県と市町村との間の事務委託における規約

○○○と岩手県との間の平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった
廃棄物の処理に関する事務委託に関する規約

　（事務の委託の範囲）
第 １条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 14 第１項の規定に基づき、○○
○は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に基づく廃棄物の
処理のうち、平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃棄物の
処理に関する事務（以下「委託事務」という。）を岩手県に委託する。

　（管理及び執行の方法）
第 ２条　委託事務の管理及び執行については、○○○の条例、規則その他の規程（以下「条
例等」という。）の定めるところによるものとする。

２ 　○○○長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等の写しをあらかじめ
岩手県知事に送付するものとする。
　（収入金）
第３条　委託事務の管理及び執行に伴う収入金は、岩手県の収入とする。
　（経費の負担）
第 ４条　委託事務の管理及び執行に要する経費（以下「経費」という。）は、○○○の負担
とし、○○○は、これを岩手県に交付するものとする。

２　前項の経費の額及び交付の時期は、岩手県知事と○○○長が協議して定める。
　（予算への計上）
第 ５条　岩手県知事は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出に関し、岩手県の一
般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
　（繰越金）
第 ６条　岩手県知事は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額
がある場合は、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り
越して使用することができる。この場合において、岩手県知事は、繰越金の生じた理由
を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに○○○長に提出するものとする。
　（条例等の改正の場合の措置）
第 ７条　委託事務の管理及び執行について適用される条例等の全部又は一部を改正したと
きは、○○○長は、直ちに岩手県知事に通知するものとする。
　（補則）
第 ８条　この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、岩手県知事と○○
○長が協議して定める。
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　　附　則
１　この規約は、平成 23 年○月○日から施行し、同年 3月 12 日から適用する。
２ 　委託事務の全部又は一部を廃止する場合において、当該委託事務の管理及び執行に係
る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、岩手県知事がこれを決算する。この場合
において、岩手県知事は、決算に伴って生じる剰余金を速やかに○○○に還付するもの
とする。
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資料８　県と市町村との間の事務委託における経費に関する協議書

協　議　書

第 １条　この協議書は、「○○○と岩手県との間の平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び津
波により特に必要となった廃棄物の処理に関する事務委託に関する規約（以下「規約」
という。）」第４条第２項の規定に基づき、同条第１項に規定する経費の額及び交付の時
期を定めることを目的とする。

第２条　規約第４条第２項に規定する○○○の負担する経費は、次に掲げる経費とする。
　（１）　損壊家屋等の解体に要する経費
　（２） 　規約第１条に定める廃棄物（以下「災害廃棄物」という。）の排出現場における分

別に要する経費
　（３）　災害廃棄物の撤去のための収集運搬に要する経費
　（４）　災害廃棄物の仮置場の整備又は管理に要する経費
　（５）　災害廃棄物の仮置場における分別に要する経費
　（６）　災害廃棄物に関する処理計画の策定に要する経費
　（７）　災害廃棄物の処分のための収集運搬に要する経費
　（８）　災害廃棄物の処分（中間処理、最終処分及び再生を含む。）に要する経費
　（９）　その他災害廃棄物の処理に要する経費
２ 　前項各号の経費の額は、○○○が処理実績等に基づき積算し、別途、岩手県が定める
交付期日までに交付するものとする。

３ 　経費の積算に当たり、規約第３条に定める収入金相当額を、○○○の負担する経費か
ら控除するものとする。

第 ３条　この協議書の内容について変更する必要が生じたときはあらためて協議するもの
とする。

第 ４条　この協議書は、２通作成し、その証として○○○及び岩手県が各１通保管するも
のとする。

　平成 23 年○月○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手県知事　達　増　拓　也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○（市町村）長　　○　○　○　○ 



－ 174 －

市町村 種類 組成（％）

洋野町

木質 51.1 ND 14 ND 19 ND
紙類 0.0 ND 16 ND 20 ND
繊維 0.4 ND 19 ND 20 ND

プラスチック 2.3 19 15 35 16 54
わら 0.1 ND 14 ND 20 ND

5mm未満細塵 46.1 ND 18 ND 17 ND

久慈市

木質 2.8 ND 15 ND 15 ND
紙類 0.0 ND 18 ND 20 ND
繊維 0.1 16 16 30 18 46

プラスチック 0.3 ND 18 ND 19 ND
わら 0.0 ND 16 ND 16 ND

5mm未満細塵 96.8 ND 19 22 16 22

野田村

木質 53.1 ND 14 ND 19 ND
紙類 1.1 ND 18 ND 20 ND
繊維 1.5 ND 19 23 16 23

プラスチック 1.9 19 16 23 19 42
わら 2.2 ND 18 17 16 17

5mm未満細塵 40.2 ND 18 28 14 28

普代村

木質 77.2 ND 15 ND 18 ND
紙類 0.2 ND 15 ND 20 ND
繊維 0.0 37 20 49 20 86

プラスチック 9.0 ND 14 23 17 23
わら 0.2 ND 18 ND 15 ND

5mm未満細塵 13.5 15 15 21 13 36

田野畑村

木質 36.1 ND 13 ND 19 ND
紙類 0.0 ND 18 ND 20 ND
繊維 0.3 ND 20 ND 20 ND

プラスチック 3.6 ND 15 ND 18 ND
わら 0.8 ND 18 ND 18 ND

5mm未満細塵 59.1 ND 19 ND 18 ND

岩泉町

木質 41.4 ND 16 ND 17 ND
紙類 0.5 ND 17 ND 20 ND
繊維 1.1 ND 17 ND 17 ND

プラスチック 4.2 ND 18 ND 16 ND
わら 0.9 ND 18 ND 16 ND

5mm未満細塵 51.9 ND 16 ND 19 ND

測定結果（Bp/kg）

134Cs 137Cs

134Cs＋137Cs
検出
下限

検出
下限

【参考】可燃物
の推計結果
（Bq/kg）

33.9

31.2

33.7

33.4

32.2

33.2

※「その他」は、コンクリートがらや金属等
※ND:Not Detected（検出下限以下）…測定できる最低値に満たず、検出できなかったことを意味する
※可燃物の推計結果は、134Cs 又は 137Cs が「ND」の場合、検出下限の値を用いて算出している
※測定日は平成24年 5月15日～29日（採取は 5月15日～18日）

資料９

災害廃棄物放射能測定結果
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市町村 種類 組成（％）

宮古市

木質 20.8 ND 16 ND 17 ND
紙類 0.0 ND 12 ND 13 ND
繊維 0.6 87 19 110 19 197

プラスチック 2.6 ND 18 20 19 20
わら 0.3 ND 15 ND 18 ND

5mm未満細塵 75.7 ND 15 29 15 29

山田町

木質 27.5 ND 15 ND 17 ND
紙類 0.0 ND 14 ND 13 ND
繊維 1.4 280 20 490 19 770

プラスチック 3.4 62 19 90 15 152
わら 0.0 15 15 ND 16 15

5mm未満細塵 67.7 35 18 56 20 91

大槌町

木質 45.8 ND 15 ND 18 ND
紙類 1.3 24 12 37 15 61
繊維 2.6 210 19 290 18 500

プラスチック 6.3 100 19 180 16 280
わら 0.0 72 19 110 16 182

5mm未満細塵 43.9 96 19 130 17 226

釡石市

木質 56.7 ND 18 ND 17 ND
紙類 0.0 17 13 17 14 34
繊維 3.4 33 14 75 14 108

プラスチック 2.3 59 18 76 16 135
わら 0.0 48 17 65 18 113

5mm未満細塵 30.9 76 17 120 15 196

大船渡市

木質 21.7 ND 18 23 16 23
紙類 0.0 ND 14 ND 20 ND
繊維 0.6 48 20 71 18 119

プラスチック 1.8 53 16 78 17 131
わら 0.0 65 20 87 19 152

5mm未満細塵 75.9 83 20 130 16 213

陸前高田市

木質 29.6 15 15 16 15 31
紙類 0.3 20 17 34 18 54
繊維 0.8 260 20 330 16 590

プラスチック 2.5 110 17 150 16 260
わら 0.4 58 18 74 18 132

5mm未満細塵 66.4 79 15 140 17 219

測定結果（Bp/kg）

134Cs 137Cs

134Cs＋137Cs
検出
下限

検出
下限

【参考】可燃物
の推計結果
（Bq/kg）

37.6

76.6

83.1

42.7

49.7

62.8

※「その他」は、コンクリートがらや金属等
※ND:Not Detected（検出下限以下）…測定できる最低値に満たず、検出できなかったことを意味する
※可燃物の推計結果は、134Cs又は 137Cs が「ND」の場合、検出下限の値を用いて算出している
※測定日は平成24年 5月15日～29日（採取は 5月15日～18日）

災害廃棄物放射能測定結果
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資料 11　
災害等廃棄物処理事業費国庫補助金に係るスケジュール

　※補助スキームが固まった平成 24・25 年度のスケジュールにより記載して
いるが、対応内容は平成 23 年度も同様である。

時期 環境省 県 市町村

４月～
８月

災害報告書（推計）の提出

机上調査（査定）
限度額通知

交付申請書の提出

交付決定
概算払い手続き

国費支出事務（概算払） 請求書（概算払）の提出

９月～
10 月

（委託事業分積算） 災害報告書の提出

実地調査（災害査定）
の調整

11 月～
12 月 実地調査（災害査定）

12 月～
１月

限度額通知

（変更）交付申請書の提出

（変更）交付決定

１月～
２月

国費支出事務（概算払） 請求書（概算払）の提出

（状況報告書の提出）

（納付書の作成） 不用額・繰越額の戻入

３月 国費の繰越手続き

４月

繰越確定額の報告 （繰越額の確定）

年度終了報告書の提出

実績報告書の提出

額の確定

国費支出事務（精算払） 請求書（精算払）の提出


